
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

【備 考】

・上記施設を占用して使用する方は使用日前６カ月から３日前までに使用承認申請書を建設課へ提出して承認を受けてください。

・個人や団体を問わず各施設を占用する場合は使用料（占用料）が課金されます。

・使用時間は原則として午前９時から午後１０時までとしますが、ステージにて照明が必要な方は使用日前の平日業務終了までに建設課で鍵を借りて、平日業務開始日の午前中に返却してください。

・使用後は施設の整備や後片付け及び施錠、電気消灯（ステージのみ）を実施し、使用した備品等は元の場所に必ず戻してください。

管理課：大島町建設課管理係

連絡先：☎２－１４８７

ステージ
（メモリアル）

その他

広場等
（メモリアル・

吉谷）

都市公園（大島町メモリアル公園・吉谷公園）施設使用（占用）状況
2024/3/29 16:44 更新

4 月

多目的

広場
（メモリアル）

スポーツ

広場
（メモリアル）



水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

【備 考】

・上記施設を占用して使用する方は使用日前６カ月から３日前までに使用承認申請書を建設課へ提出して承認を受けてください。

・個人や団体を問わず各施設を占用する場合は使用料（占用料）が課金されます。

・使用時間は原則として午前９時から午後１０時までとしますが、ステージにて照明が必要な方は使用日前の平日業務終了までに建設課で鍵を借りて、平日業務開始日の午前中に返却してください。

・使用後は施設の整備や後片付け及び施錠、電気消灯（ステージのみ）を実施し、使用した備品等は元の場所に必ず戻してください。

管理課：大島町建設課管理係

連絡先：☎２－１４８７

その他

広場等
（メモリアル・

吉谷）

5 月

都市公園（大島町メモリアル公園・吉谷公園）施設使用（占用）状況
更新2024/3/29 16:44

多目的

広場
（メモリアル）

スポーツ

広場
（メモリアル）

ステージ
（メモリアル）



土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

13時~16

時30分

まで貸

切

【備 考】

・上記施設を占用して使用する方は使用日前６カ月から３日前までに使用承認申請書を建設課へ提出して承認を受けてください。

・個人や団体を問わず各施設を占用する場合は使用料（占用料）が課金されます。

・使用時間は原則として午前９時から午後１０時までとしますが、ステージにて照明が必要な方は使用日前の平日業務終了までに建設課で鍵を借りて、平日業務開始日の午前中に返却してください。

・使用後は施設の整備や後片付け及び施錠、電気消灯（ステージのみ）を実施し、使用した備品等は元の場所に必ず戻してください。

管理課：大島町建設課管理係

連絡先：☎２－１４８７

ステージ
（メモリアル）

その他

広場等
（メモリアル・

吉谷）

都市公園（大島町メモリアル公園・吉谷公園）施設使用（占用）状況
2024/3/29 16:44 更新

6 月

多目的

広場
（メモリアル）

スポーツ

広場
（メモリアル）


